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５ 積算の考え方と根拠  

（１）全般的な考え方 
 

・令和 5年度については、当初予算案の数値とし、令和 6年度以降は、現時点で想定される全

ての予定事業について、対象者数など数量の整理を行った上で積算した結果を歳入歳出に反

映した。 
 
 
（２）歳入の積算 
 
ア  基本的な考え方 

 
 

・一般財源のうち、市税、地方交付税及び臨時財政対策債については、令和 5年度当初予算案

を基礎とし、社会経済情勢の推移や国の政策動向による影響、変動を想定し積算した。 
 

・企業誘致に係る政策投資の効果を見込み、積算した。 
 

・事務事業に係る特定財源については、歳出推計に連動して計上した。 
 
 
イ  区分別の積算根拠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 積 算 根 拠 

歳

入 

 
市税 

（個人市民税） 

 
（毎年 1月 1日時点に市内

に在住する個人を対象と

して、前年 1 年間の収入

（所得）を基に課税する税

金） 

 
[計画期間を通じて逓増] 

 

○ 個人市民税は、堅調な推移と積算 
 
(1) 個人市民税は、政策投資による効果や経済成長率等により見込む 

 
(2) 収納率については、現年課税分は直近 5 年、滞納繰越分は直近 3

年の平均率等により見込む 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

9,495,901 9,511,665 9,643,963 9,747,148 9,794,824 9,833,541 9,872,399 9,901,712
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区 分 積 算 根 拠 

歳

入 

 
市税 

（法人市民税） 

 
（市内に本店又は支店を

設立又は設置している法

人を対象として、法人の規

模と所得を基に課税する

税金。資本金等の額と市内

従業者数に基づき計算す

る「均等割」と、法人税額

に基づき計算する「法人税

割」がある） 

 

 
[計画期間当初で減するも、以降逓増] 

 

○ 法人市民税は、大手製造業を中心に堅調な業績を見込む 
 
(1) 均等割は、直近 3年の平均額により見込む 
 
(2) 法人税割は、政策投資による効果や経済成長率等により見込む 

 
(3) 収納率については、現年課税分は直近 5 年、滞納繰越分は直近 3

年の平均率等により見込む 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

3,525,131 3,110,251 3,152,736 3,268,529 3,264,036 3,215,868 3,239,260 3,258,312

 
 

 
市税 

（固定資産税・土地） 
 
（毎年 1月 1日に、市内の

土地、家屋及び償却資産

（以下「固定資産」とい

う。）を所有している個

人・法人を対象として、そ

の固定資産の価格を基に

課税する税金） 

 
[計画期間を通じて逓減] 

 
 
○ 固定資産税・土地は、地価下落傾向により減少で推移と積算 
 

(1) 直近 5 年の地価下落率により、今後も同様に推移するものと見込

む 
 
(2) 政策投資による効果を見込む 

 
(3) 収納率については、現年課税分は直近 5 年、滞納繰越分は直近 3

年の平均率等により見込む 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

3,426,169 3,317,197 3,241,913 3,174,205 3,105,088 3,036,505 2,976,001 2,909,873

 

 

 



  - 6 - 

 

 

区 分 積 算 根 拠 

歳

入 

 
市税 

（固定資産税・家屋） 

 
（固定資産税・土地に同

じ） 

 
[評価替え年度で減するも増加] 

 
 
○ 固定資産税・家屋は、新・増築の増加によりおおむね堅調な推移

と積算 
 
(1) 評価替え年度（R6、R9、R12）の減価分は、直近 3回の平均額によ

り見込む 

上記以外の年度は、新・増築による増加分及び滅失による減少分

を直近 3年の平均額により見込む 
 

(2) 政策投資による効果を見込む 
 

(3) 収納率については、現年課税分は直近 5 年、滞納繰越分は直近 3

年の平均率等により見込む 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

5,864,589 5,734,116 5,866,560 6,015,982 5,894,723 6,032,895 6,174,270 6,042,846

 

 
市税 

（固定資産税・償却

資産） 

 
（固定資産税・土地に同

じ） 

 
[計画期間を通じて逓減] 

 
 
○ 固定資産税・償却資産は、既存設備の減価により減少で推移と積

算 
 
(1) 既存設備の減少分や新規投資分の政策投資による効果及び経済成

長率により見込む 
 
(2) 収納率については、現年課税分は直近 5 年、滞納繰越分は直近 3

年の平均率等により見込む 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

6,711,864 6,419,641 6,183,137 6,138,493 5,973,811 5,788,498 5,632,760 5,478,577

 

 
国 有 資 産 等 所 在 

市 町 村 交 付 金 

 
（国や他の地方公共団体

が所有する固定資産のう

ち、使用の実態が民間の所

有のものと類似している

ものについて、その固定資

産が所在する市町村を対

象として、固定資産税に代

えて交付される交付金） 

 

 
[計画期間を通じて逓減] 

 
 
○ 国有資産等所在市町村交付金は、対象資産の減価や縮小により減

少で推移と積算 
 
(1) 直近 5年の減価率により、今後も同様に推移するものと見込む 

 
(2) 収納率については、国等から交付されるため 100％を見込む 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

39,873 38,358 36,900 35,498 34,149 32,851 31,603 30,402
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区 分 積 算 根 拠 

歳

入 

 
市税 

（軽自動車税） 

 
（軽自動車税には、「種別

割」と「環境性能割」があ

る。種別割は、毎年 4月 1

日時点において、軽自動車

等を所有し、市内を定置場

として登録している個

人・法人を対象として、所

有している軽自動車等を

基に課税する税金。環境性

能割は、新車・中古車を問

わず車両取得時に課税す

る税金。税額は、取得価格

に車両の燃費性能等に応

じた税率を乗じて算出さ

れる。） 

 
[計画期間を通じて逓増] 

 
 
○ 軽自動車税は、種別割の税率が高い車種の割合の増加により堅調

な推移と積算 
 
(1) 種別割の各車両台数は、直近 3年の平均増減率により見込む 

 
(2) 環境性能割は、課税対象車両が減少していくと見込む 

 
(3) 収納率については、環境性能割は県から交付されるため 100％を見

込み、種別割は現年課税分を直近 5 年、滞納繰越分は直近 3 年の平

均率等により見込む 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

803,731 813,660 825,202 836,757 848,816 862,347 862,283 862,427

 

 
市税 

（市たばこ税） 

 
（製造たばこの製造者、特

定販売業者又は卸売販売

業者を対象として、市内の

小売販売業者に売り渡し

た製造たばこの本数を基

に課税する税金） 

 
[計画期間を通じて逓減] 

 
 
○ 市たばこ税は、消費本数の減少傾向により減少で推移と積算 
 
(1) 紙巻たばこの消費本数は、直近 3年の平均増減率により見込む 

 
(2) 加熱式たばこは、令和 4年度決算見込額と同額で見込む 

 
(3) 収納率については、100％を見込む 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

1,284,454 1,233,294 1,178,052 1,126,630 1,081,082 1,037,354 996,905 959,570

 

 
市税 

（入湯税） 

 
（鉱泉浴場の入湯者を対

象として、入湯行為を基に

課税する税金。環境衛生施

設、観光施設、消防施設な

どの整備や、観光振興に要

する費用に充てられる） 

 

 
[計画期間を通じて逓減] 

 
 
○ 入湯税は、入湯者数の減少傾向によりおおむね減少で推移と積算 
 
(1) 入湯者数は、過去の推移を踏まえて積算 

 
(2) 収納率については、100％を見込む 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

23,337 26,113 24,956 23,708 22,501 21,355 20,246 19,196
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区 分 積 算 根 拠 

歳

入 

 
市税 

（都市計画税・土地） 

 
（市街化区域内の土地及

び家屋を所有している個

人・法人を対象として、そ

の固定資産の価格を基に

課税する税金。都市計画事

業や土地区画整理事業等

の経費に充てられる） 

 

 
[計画期間を通じて逓減] 

 
 
○ 都市計画税・土地は、地価下落傾向により減少で推移と積算 
 

(1) 直近 5 年の地価下落率により、今後も同様に推移するものと見込

む 
 
(2) 政策投資による効果を見込む 

 
(3) 収納率については、現年課税分は直近 5 年、滞納繰越分は直近 3

年の平均率等により見込む 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

460,666 445,594 435,708 426,888 417,873 408,888 401,041 392,385

 

 
市税 

（都市計画税・家屋） 

 
（都市計画税・土地に同

じ） 

 
[評価替え年度で減するも増加] 

 
 
○都市計画税・家屋は、新・増築の増加によりおおむね堅調な推移と

積算 
 
(1) 評価替え年度（R6、R9、R12）の減価分は、直近 3回の平均額によ

り見込む 

上記以外の年度は、新・増築による増加分及び滅失による減少分

を直近 3年の平均額により見込む 
 
(2) 政策投資による効果を見込む 

 
(3) 収納率については、現年課税分は直近 5 年、滞納繰越分は直近 3

年の平均率等により見込む 

 
＊財政計画計上額                       （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

631,431 617,276 631,645 648,020 635,591 650,496 666,196 651,910
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区 分 積 算 根 拠 

歳

入 

 
地方譲与税 

(地方揮発油譲与税、

自動車重量譲与税、

森林環境譲与税、 

特別とん譲与税） 
 
利子割交付金 
 
配当割交付金 
 
株式等譲渡所得割交付金 
 
法人事業税交付金 
 
地方消費税交付金 
 
ゴルフ場利用税交付金 
 
環境性能割交付金 
 
 
（国又は県が徴収した税

金の一部を一定の基準に

より市に対し配分される

もの） 

 

 

 
[計画期間を通じて逓増] 

 

○ 森林環境譲与税は、令和 6 年度まで国が示す譲与総額に対し、面

積割、人口割等の積算基準に基づき算出し、以降、令和 12 年度ま

で横ばいで計上 
 
○ 森林環境譲与税以外の地方譲与税、ゴルフ場利用税交付金、環境

性能割交付金は、令和 4年度当初予算額に令和 5年度地方財政計画

の伸び率を乗じて令和 5年度の数値を算出（一部、最近の算定状況

を反映）し、以降、令和 12年度まで横ばいで計上 
 
○ 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金及び地方

消費税交付金は、令和 4年度当初予算額に令和 5年度地方財政計画

の伸び率を乗じて令和 5年度の数値を算出し、以降、経済成長率を

反映し、計上 
 
〇 法人事業税交付金は、令和 4 年度県内市町村交付見込額に令和 5

年度地方財政計画の伸び率を乗じて得た額を、各市町村の従業者数

で按分して令和 5年度の数値を算出し、以降、経済成長率を反映し、

計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

6,861,900 6,922,700 7,003,400 7,067,700 7,097,100 7,120,700 7,144,400 7,162,100

 
 
国有提供施設等所在

市 町 村 助 成 交 付 金 

 
（自衛隊が使用する施設

等が所在する市町村へ財

政上の影響等を考慮して、

使途が制限されない一般

財源として、毎年度交付さ

れるもの） 

 

 

 
[横ばい（同額で計上）] 

 

○ 毎年決定する国家予算に応じた配分となるため、令和 4 年度の交

付実績を踏まえ計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

27,615 27,615 27,615 27,615 27,615 27,615 27,615 27,615

 

 
地 方 特 例 交 付 金 

 
（市の減収の一部を補塡

するため、国から交付され

るもの） 

 
[措置期間終了に伴う減を見込みつつ横ばい] 

 

○ 個人住民税減収補填特例交付金は、令和 4年度決算見込額に令和 5

年度地方財政計画の伸び率を乗じて令和 5年度の数値を算出し、以

降、令和 12年度まで横ばいで計上 
 
○ 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金は、令

和 4 年度決算見込額に償却資産の新規設備投資分を反映して令和 5

年度の数値を算出し、以降、令和 8年度まで横ばいで計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

209,700 209,700 209,700 209,700 171,500 171,500 171,500 171,500
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区 分 積 算 根 拠 

歳

入 

 
地 方 交 付 税 

 
（全国の市町村が一定水

準の行政サービスを行え

るよう、市町村の財政力に

応じて国税（所得税・法人

税・酒税・消費税・地方法

人税）から配分されるも

の。一定の算式により交付

される普通交付税と、災害

など特殊な要因に応じ配

分される特別交付税があ

る） 

 
[計画期間当初で減するもおおむね横ばい] 

 

○ 普通交付税 
 
 (1) 基準財政需要額は、令和 5 年度当初予算算定額をベースとし、特

殊要因による影響を反映 
 

・総合計画の人口推計を基に、令和 7 年国勢調査による人口減少の

影響額を反映 
 

・市債の既発行分の交付税措置額の減少と新規発行による増加を反 

映 
 

・「地域の元気創造事業費」、「人口減少等特別対策事業費」、「地域社 

 会再生事業費」が今後も継続するものとして算入 
 

・「地域デジタル社会推進費」は令和 7年度まで計上し、令和 5年度 

と令和 6年度はマイナンバーカード利活用特別分を反映 
 
(2) 基準財政収入額は、令和 5 年度当初予算算定額をベースとして、

以降、各年度の伸び率を反映し、算入 
 
 
 
○ 特別交付税 
 
(1) 除排雪経費の影響額を除いた過去 5 年の平均額を基に、小木直江

津航路の運営費等に係る支援や地域おこし協力隊事業などの特殊要

因分を反映 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

22,559,000 23,298,000 23,089,000 22,262,000 22,411,000 22,481,000 22,412,000 22,315,000

 
 
交通安全対策特別交付金 

 
（道路交通法に定める反

則金を財源として、道路交

通安全施設（道路照明、カ

ーブミラー、ガードレール

等）の設置及び管理に要す

る経費に充てるため、国か

ら交付されるもの） 
 

 
[横ばい（同額で計上）] 

 

○令和 4年度当初予算額に令和 5年度地方財政計画の伸び率を乗じて

令和 5年度の数値を算出し、以降、令和 12年度まで横ばいで計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300  
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区 分 積 算 根 拠 

歳

入 

 
分担金及び負担金 

 
（市が行う特定の事業に

より利益を受ける人から、

その受益に応じて納めて

いただくもの。私立保育所

等の利用者負担金や土地

改良事業への地元負担金

などが該当） 

 
[計画期間中の増減あるがおおむね横ばい] 

 

○ 以下の要素を反映し積算 
 
(1) 後年度予定事業に係る収入見込額を計上 

 
(2) 一般財源振替（未充当財源）とする過年度分の負担金等（私立保

育所利用者負担金（過年度分）等）については、直近の実績を踏ま

え令和 12年度まで横ばいで計上 

  
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

236,806 239,340 239,206 243,658 225,072 219,762 217,827 222,509

 
 

 
使用料及び手数料 

 
（市の施設の利用に対す

る対価や特定の人へサー

ビスを提供する対価とし

て納めていただくもの。公

共施設の使用料や住民票

の写しの交付手数料など

が該当） 

 
[計画期間を通じておおむね横ばい] 

 

○ 受益者負担の適正化の原則に則り、以下の要素を反映し積算 
 
(1) 後年度予定事業に係る収入見込額を計上 

 
(2) 職員人件費に充当するものについては、直近の実績を基に令和  

12年度まで試算して計上 
 
 (3) 一般財源振替（未充当財源）とする「行政財産目的外使用料」、「占

用料」等及び公債費に充当するものについては、直近の実績を踏ま

え令和 12年度まで横ばいで計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

1,594,708 1,597,738 1,593,152 1,593,447 1,595,386 1,612,215 1,627,528 1,623,537

 

 
国 庫 支 出 金 
 
県 支 出 金 

 
（市が行う特定の事業に

対し、国や県から支出され

るもの） 

 
[計画期間を通じておおむね横ばい] 

 

○ 後年度予定事業の実施について、積極的な補助制度の活用を前提

として、以下の要素を反映し積算 
 
(1) 建設事業に係る国・県支出金は、社会資本整備総合交付金や学校

施設環境改善交付金を始め、活用可能な財源を精査し、収入見込額

を計上 
 
(2) 扶助費に係る国・県支出金は、現行の制度が同水準で継続するこ

とを前提に、受給者数の推移に基づき収入見込額を計上 
 
(3) その他の国・県支出金は、現在活用している補助制度の活用継続

を前提に、収入見込額を計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

17,864,465 18,740,008 18,933,048 19,288,767 19,098,514 19,023,975 19,069,170 19,260,321
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区 分 積 算 根 拠 

歳

入 

 
財 産 収 入 

 
（市が所有する土地や建

物などの財産を貸したり、

売払いすることにより得

る収入） 

 
[工業団地分譲により R6、R10で増] 

 

○ 後年度に見込まれる土地、建物の売払及び貸付収入について、以下

のとおり積算 
 
(1) 土地売払収入については、現在行政の用に供しておらず、今後も

公共的な利用が見込めない用地や施設等の中から、売払いの可能性

のある財産を抽出し、その財産の売払い見込平均額を令和 12年度ま

で計上 
 
(2) 遊休財産の情報を発信し、積極的に売払・貸付を推進 

 
(3) 土地、建物貸付収入については、令和 4年度当初予算額を基本に、

契約期間満了による減や 3年毎の評価替による影響を考慮して計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

 

 
寄 附 金 

 
（市民の皆さんなどから

いただく金銭による寄附。

使途を特定しない一般寄

附金と使途を特定した指

定寄附金がある） 

 
[計画期間を通じて逓増] 

 

○ ふるさと納税のほか、後年度見込まれる寄附金収入を積算 
 
(1) ふるさと納税分について、全国自治体のふるさと納税の実績や、

県内他市との比較などを基に、寄附件数や 1 件当たりの寄附額を試

算して計上 
 
(2) その他の寄附金は、令和 4年度当初予算額を基に計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

  
 
繰 入 金 

 
（特別会計など他の会計

から繰り入れる経費や基

金を取り崩して繰り入れ

る資金） 

 
[計画期間を通じて逓増] 

 

○ 基金及び特別会計からの繰入金について、以下のとおり積算 
 
(1) 各種基金に係る後年度予定事業に充当する繰入金を計上 

 
(2) ふるさと納税制度に伴う寄附は、一旦基金に積み立て、翌年度の

事業に充当する繰入金を計上 
 
(3) 高額療養費等の執行に係る国民健康保険特別会計からの繰入金を

各年度に計上 
 
(4) 各年度の財源不足額については、財政調整基金の取崩しにより補

填（ただし、以下の表には、当該期間における財政調整基金繰入金

の額を含めていない） 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

225,981 598,153 221,489 221,718 212,887 796,363 211,108 210,523

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

175,051 275,111 375,091 450,091 525,091 600,091 650,091 700,091

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

200,537 229,847 318,597 416,571 491,571 566,571 638,103 688,103
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区 分 積 算 根 拠 

歳

入 

 
繰 越 金 

 
（決算で生じた剰余金の

うち、翌年度の歳入とする

もの） 

 
[横ばい（同額で計上）] 

 

○ 以下の要素を反映し積算 
 
(1) 前年度繰越金は、令和 5年度は前年度決算見込に基づき 18億円を

計上するほか、令和 6 年度以降は過年度実績を踏まえて、毎年度 15

億円を計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

  
 
諸 収 入 

 
（他の収入項目に属さな

い収入をまとめたもの。預

金利子や雑入、延滞金など

が該当） 

 
[計画期間を通じて逓減] 

 

○ 後年度に見込まれる諸収入について、以下のとおり積算 
 
(1) 貸付金元利収入を含む充当財源については、後年度予定事業に係

る収入見込額を計上 
 
(2) 一般財源振替（未充当財源）とする雑入（「新市町村振興宝くじ交

付金」等）については、近年の実績を基に算出した額を計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

 

 
市 債 

 
（市が国や銀行などから

借りる長期の借入金で主

に建設事業などの財源と

なる。普通交付税で一定割

合を措置する市債もある

が、借入額が大きくなると

後年度の公債費負担も大

きくなるため、計画的に発

行する必要がある） 

 
[歳出事業にあわせて増減] 

 

○ 後年度予定事業の実施について、積極的な市債の活用を前提とし

て、以下の要素を反映し積算 
 
(1) 後年度負担の軽減を図るため、交付税措置率の高い過疎債や合併

特例債などを優先的に充当 
 
(2) 臨時財政対策債は、令和 5 年度当初予算額をベースとし、令和 12

年度まで横ばいで計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

6,429,248 10,737,170 7,309,482 9,229,866 12,916,446 8,275,482 8,671,268 6,070,576

 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

1,800,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

3,019,028 3,001,516 3,040,007 2,991,698 2,638,338 2,473,466 2,368,471 2,360,804
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（３）歳出の積算 
 
 
ア  基本的な考え方 

 
・各経費は下記のとおりとし、それぞれの区分別の積算方法に従い計上した。 

令和 6年度～令和 12年度…現時点で想定される後年度予定事業費を基に積算した。 
 
 
イ  区分別の積算根拠 

 

区 分 積 算 根 拠 

歳

出 

 
人 件 費 

 
（職員の給料や手当、議

員や各種審議会の委員な

どに支払われる報酬など

の経費） 

 

 

 
[定年延長に伴う退職手当支給で増減] 

 

○ 定員管理計画における職員数の推移を反映し、以下のとおり積算 
 
(1) 一般会計に属する職員数は、令和 4年 4月 1日時点で 1,560人であ

るが、令和 5年度以降の業務量の推移及び採用・退職の見込みに基づ

き、令和 12年 4月 1日時点で 1,557人と推計 

 

(2) 職員給与額は、令和 4年度の給与改定を反映させた職員人件費の平

均単価を基礎とし、各年度により算出した平均単価に、各年度の推計

職員数を乗じて積算 
 
(3) 退職手当は、令和 4年 4月 1日以降の退職者に適用される支給率等

を用いた平均支給額に、各年度の退職者見込数（定年退職者数及び自

己都合退職者の見込数）を乗じて積算 
 
(4) 会計年度任用職員の報酬等は、正規職員との均衡を踏まえた適正な

水準とし、令和 5年度以降の事業内容や業務量の推移等による増減を

反映して積算した経費を計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

16,160,874 16,594,787 16,366,556 16,601,587 16,166,244 16,739,035 16,312,270 16,719,792  
 

≪関連個別計画：定員管理計画≫ 
 

 
物 件 費 

 
（賃金や旅費、備品購入

費、物品のリース料金、施

設管理のための光熱水費

や委託料などの経費） 

 
[計画期間を通じておおむね横ばい] 

 

○ 事務の合理化と創意工夫による内部管理経費の縮減を図ることと

し、以下のとおり積算 
 
(1) 現時点で想定される後年度予定事業費を基礎とした上で、積算の精

査を行い、経費を計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

14,165,901 13,868,843 14,350,164 14,042,240 13,258,647 13,620,279 13,333,289 13,230,225  
 

≪関連個別計画：公共施設等総合管理計画≫ 
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区 分 積 算 根 拠 

歳

出 

 
維 持 補 修 費 

 
（市が管理する建物や市

道、農林道など公共用施

設の修繕や道路の除排雪

に要する経費） 

 
[計画期間を通じておおむね横ばい] 

 

○ 計画的な維持補修によるコストの平準化と維持コストの節減を図

ることとし、以下のとおり積算 
 
(1) 市道除排雪委託料は、令和 5年度以降も同規模の水準を維持し、毎

年度約 27億円を計上 
 
(2) 既存施設の修繕経費は、それぞれの状態を踏まえつつ、適時・適切

な規模となるよう平準化を図り計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

4,677,042 4,322,826 4,236,886 4,255,656 4,188,361 4,212,121 4,209,730 4,257,011  
 

≪関連個別計画：公共施設等総合管理計画≫ 

 
 
扶 助 費 

 
（経済的に困っている人

などに対して、生活費や

医療費などを支給する経

費） 

 
[計画期間を通じておおむね横ばい] 

 

○ 障害福祉サービス等の利用者の増加や人口減少、少子高齢化の推

計などを見込んだ上で、必要とされる方への実効性のある支援を基

本に事業の精査を図ることとし、以下のとおり積算 
 
(1) 現行制度の下で、給付水準及び受給者数の推移の精査を行い、経費

を計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

16,820,967 16,524,236 16,773,740 16,731,095 16,624,825 16,609,647 16,630,041 16,882,700   
 

 
補 助 費 等 

 
（市が参加する団体への

負担金や各団体、個人へ

支払われる補助金、講師

への謝礼などの経費のほ

か、一般会計から下水道

事業や消防事務組合に支

出される経費） 

 
[計画期間を通じておおむね横ばい]  

 

○ 補助金、交付金について、市全体の公平性の確保を念頭に目的や効

果等を検証し、精査を図ることとし、以下のとおり積算 
 
(1) 「地域独自の予算」について、令和 6年度以降、想定で 1億 8千万

円を計上 
 
(2) 事業会計における経営健全化の取組を踏まえた積算の精査を行い、

経費を計上 
 
(3) その他、補助対象経費、対象者数の精査を行い、経費を計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

12,444,892 12,682,380 12,519,058 12,593,258 12,480,607 12,534,186 12,434,927 12,022,233  
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区 分 積 算 根 拠 

歳

出 

 
公 債 費 

 
（市の借入金返済に要す

る経費。一般的に、地方債

利子は借入の翌年度か

ら、地方債元金は 1～3年

の据置期間の終了後に償

還が始まる。普通建設事

業費が増え、市債の発行

額が増えると後年度の公

債費負担も大きくなる） 

 
[借換分の多寡により増減]  

 

○ 将来的な公債費負担の軽減を図ることとし、以下のとおり積算 
 
(1) 普通建設事業等の市債対象事業を精査してコストを縮減 

 
(2) 市債を発行する必要がある場合は、交付税措置のない市債発行を抑

制し、公債費の将来負担を可能な限り軽減 
 
(3) 令和 3年度までに発行した地方債の元利償還金に、令和 4年度以降

の発行見込額によって生じる元利償還金を加算して計上 
 
(4) 金利については、現行の利率 0.20％～0.90％で計上 

 
(5) 令和 5 年度から令和 12 年度までの臨時財政対策債の発行を約 102

億円と積算 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

12,273,088 14,027,744 11,972,733 14,049,819 17,927,372 13,086,456 14,092,575 11,207,316  
 

 
積 立 金 

 
（特定の目的のために基

金に積み立てる経費） 

 
[計画期間を通じて逓増] 

 

○ 以下のとおり積算 
 
(1) 財政調整基金 

・令和 5年度は、令和 4年度決算剰余金見込額の 1/2相当額 9億円及

び運用益を計上 

・令和 6年度以降は、前年度決算剰余金見込額の 1/2相当額 7億 5千

万円及び運用益を計上 
 

(2) その他の基金 

  ・ふるさと納税制度による寄附金を原資とした、上越市ふるさと上越 

応援基金等への積立て分を計上 
 

＊財政計画計上額                        （単位：千円） 
R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

1,128,047 1,025,175 1,125,138 1,200,138 1,275,125 1,350,127 1,400,112 1,450,097

 
 
投 資及び 出資金 
 
貸 付 金 

 
（投資及び出資金…公益

上の必要性により行う債

券や株式の取得、出捐金

の支出及び公営事業会計

への出資に要する経費 
 
貸付金…経済政策などに

より市が企業や個人に必

要な資金の貸付けを行う

経費） 

 

 
[計画期間を通じて逓減] 

 

○ 以下のとおり積算 
 
(1) 現時点で想定される後年度予定事業費を基礎として経費を計上 

 
※ 貸付金のうち預託金は、同額を貸付金元利収入（歳入）で反映 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

961,026 831,297 725,087 638,152 568,392 418,689 317,209 307,477
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区 分 積 算 根 拠 

歳

出 

 
繰 出 金 

 
（一般会計から国民健康

保険、介護保険などの特

別会計に支出される経

費） 

 
[計画期間を通じて逓増] 

 

○ 「独立採算」又は「特定の収入による事業実施」の原則を徹底する

とともに、経営努力による事務事業や事業費の見直しなどにより、

一般会計繰出金の抑制を図ることとし、以下のとおり積算 
 
(1) 現時点で想定される後年度予定事業費を基礎として、特別会計にお

ける収支見通しを踏まえた積算の精査を行い、経費を計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

7,489,148 7,651,260 7,763,322 7,804,694 7,895,121 7,964,459 8,063,238 8,131,958  
 

 
普 通建設 事業費 

 
（道路、橋、河川などの公

共土木施設や学校、保育

園などの公共用施設の新

増設などの建設事業に要

する経費） 

 

 
[計画期間を通じておおむね横ばい]  

 

○ 今後も供用を見込む施設の機能維持及び都市インフラの長寿命化

を推進するとともに、市民生活に欠かせない施設、設備整備の進捗

を図ることとし、以下のとおり積算 
 
(1) 現時点で想定される後年度予定事業費を基礎として、事業年次の調

整及び活用可能な国県支出金等の財源精査を行い、経費を計上 
 
(2) 元利償還金の一部が交付税措置される有利な市債を活用し、上越斎

場整備事業、防災行政無線整備事業、病院改築事業など、市民生活に

欠かせない施設、設備を整備 
 
(3) 各年度において 100億円規模の事業費枠を設定し、各分野の建設事

業の進捗を図るほか、施設の長寿命化及び除却事業を優先度に応じて

実施 
 

＊財政計画計上額                        （単位：千円） 
R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

8,395,797 12,575,194 9,908,988 10,291,420 10,142,275 10,624,532 10,192,951 10,081,214

 
 
予 備 費 

 
（年度の途中で緊急的に

支出しなければならない

場合など、万一のときの

ために備えておく経費） 

 
[横ばい（同額で計上）] 

 

○ 令和 5年度当初予算額と同額を計上 

 
＊財政計画計上額                        （単位：千円） 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   
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